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１区民環境委員会資料
平成２４年５月１６日
区民文化部戸籍住民課

常 任 委 員 会 資 料
国 一 一 q ゅ

戸籍住民課窓口の混雑状況について

１平成２４年３月・４月の来客数
平成２４年３月・４月の住民異動・諸証明受付窓口への来客数は35,109人
（４５日間、１日平均７８０人）であり、平成２３年の35,792人（４６日間、
１日平均７７８人）に比べ、１日当たりの来客数は若干増加したものの、ほぼ
同様の状況であった。

戸籍住民課で実施した繁忙期対応策
(1)フロアマネージャーの増配置

繁忙期（２月中旬～５月中旬）については、通常の４人から５人体制に増
員した。委託導入後１年間の業務習熟の効果もあり、窓口の案内にとどまら
ず申請内容等の的確な確認をするなどのきめ細かい対応により、受付処理時
間の短縮を図ることができた。

(2)受付窓口の増設
昨年と同様に､繁忙期における受付窓口を､住民異動係２か所（６→８)、

証明係４か所（５→９）増設し、派遣職員による対応を行うことにより、待
ち時間の短縮を図ることができた。

(3)業務処理の改善
住民異動係では、繁'忙期にあたって、従来「住所異動」の１区分で発券

していた受付番号を、比較的短時間で処理できる「転出届」と「その他（転
入・転居・印鑑登録届等)」の２区分に分ける運用に変更した。また、転出
届及び転出証明書交付の定型的な受付業務に派遣職員を配置するなど業務
を見直した結果、区職員との連携も円滑になり、待ち時間の短縮を図ること
ができた。

証明係では、繁'忙期における受付窓口への人員集中配置を更に徹底し、
待機職員のほか､混雑状況に応じて内部事務担当職員も投入する体制をとっ
たことから、待ち時間の短縮を図ることができた。

２

待ち時間の改善状況
最大混雑日（３月の最終月曜日：２４年３月２６日・２３年３月２８日）の状況

３

※最大待ち時間は､発券機で番号札を受け取.った後､受付から呼び出し案内があるまでの時間。

、 、 ～

平成２４年
平成２３年
改 善

住民異動
最大待ち人数

２１人
１００人
△７９人

最大待ち時間
２０分
９０分

△７０分

諸証明受付
最大待ち人数

８人
１５人
△７人

最大待ち時間
１５分
３５分

△２０分



住民異動･諸証明受付窓口来客数(戸籍届出･外国人登録を除く）

○平成24年に平均来客数を大幅に上回ったのは8日間であった。（平成23年:５日間）
【１日当たり平均来客数:平成23年度696人､平成22年度739人】
※混雑率は､各年度の平均来客数を分母として計算した。
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区 民 環 境 委 員 会 資 料
平成２４年５月１６日
産業経済部くらしと観光課

子供のライター使用に関する注意喚起について

使い捨てライターは、子供の火遊び事故を防ぐために、昨年９月から消費生活用製
品安全法により、子供が簡単に操作できないチャイルドレジスタンス機能がついた製
品しか販売が認められていない。
しかし、旧型のライターがまだ使われており、子供の火遊びが原因と思われる火事

により、死亡事故が発生している。
板橋区消費者センターでは、消費者庁が作成したリーフレットを活用して、子供の

事故防止の啓発を行う。

板橋区消費者センターの取組み
（１）配布リーフレット別紙（カラー）のとおり
（２）配布先区立小学校､.児童館、健康福祉センター、地域センター、

区民事務所、図書館、消費者団体
（３）配布枚数３，０００枚
（４）配布時期平成２４年４月１３日から

１

その他の取組み
（１）東京都

都内の認可（公立・私立）保育園、東京都認証保育所及び公立・私立
幼稚園に、直接、啓発リーフレット（別紙）を平成２４年３月下旬に配
布している。

（２）その他の取組み
健康推進課及び各健康福祉センターより、平成２４年度を通じて乳児

の出生した家庭へ順次訪問し、啓発リーフレットを配布する。

２



は正しく捨てましょ
要なﾗｲﾀーはガス抜きしてから捨てましよう！

客日本国内でIさ年間約6億個のライターが流通しておH、
ﾓのほとんどが魂ﾗｽﾁｯｹ製の使い捨てライターです。
自治体のルールに従って正しく廃棄しきしょう。

'､】弧

(注)火の気のぢいごとを確認し､風通しのよい屋外で行いきしょう｡V蔽一瀞三
ヘ

'■■■■■■Ｉ，
『 』 艦

詞叔
骨Ｃｆ一”御

①周囲に火の気のないことを確認する。
②操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐ繍に吹き消す。
③輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定

する。
④『シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している（聞こえ
ない場合は炎調整レバーをプラス方向にいつぱいに動かす）。

⑤この状態のまま付近に火の気の無い、風通しのよい屋外に半日か
ら１日置く。

⑥念のために着火操作をして、火が着かなければ、ガス抜きは完了
です。

(参考：社団法人日本喫煙具協会H P       http://www.jsaca.o『・ip/info/throw.html )
「『

Ｌ

本リーフレットの問い合わせ先
消 費 者 庁 消 費 者 安 全 課 電 話 番 号 0 3 - 3 5 0 7 - 9 2 0 1
経 済 産 業 省 製 造 産 業 局 日 用 品 室 電 話 番 号 0 3 - 3 5 0 1 - 1 7 0 5

商 務 流 通 グル ープ 製 品 安 全 課 電 話 番 号 0 3 - 3 5 0 1 - 4 7 0 7
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課電話番号03-5501-3154

消費者庁、警察庁、総務省消防庁、経済産業省、環境省、（社)日本喫煙臭協会
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火遊ライターの火遊びによる火災を防ぐには、防
の大人の注意が欠かせません〃大 の画

ｂ■■■■■■■■■■■■周 せ せん
陥

］子どもの手の届かないところにおきましょう
家の中､車の中にライターを放置せず､子どもの手の届かない場所に
きちんと保管しましょう。

子どもに触らせず､火遊びの危険性を教えま 巳

繕子どもにライターを触らせないようにしましょう。

子どもがライターで火遊びをしているのを
見かけたら､すぐに注意してやめさせましょう。

Ｃ 、 - -
｡
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名

紐

理解できる年齢になったら､家庭や学校で子どもに
火遊びの危険'性を教えることも大切です。

不要なライターはきちんと捨てましよう
利用しなくなったライターが､ありませんか？
※年間約6億個のライターが国内生産及び輸入されています。
【出典】平成20年国内需要動向鯛査報告書(喫煙具) (社)日本喫煙具協会貝

ライターは使い切るかガス抜きをして､各自治体のルールに
従って正しく廃棄しましょう。

ガス抜きの方法と注意事項の'情報は(社)日本喫煙具協会HPをご覧ください。【ガス抜きの様子】

】子どもが簡単に使えないライターが販売されています
子どもが簡単に操作できない幼児対策(ﾁｬｲﾙﾄレジスタンス機能)を施したライター
でないと販売できない規制が導入されます。
幼児対策を施したライターは､規制導入に先行して販売されますので､ご購入が可能です。

規制に関する情報は､経済産業省の製品安全ガイドHPをご覧ください:   http://www.meti.go.jp/product_safety/

’ |’ 塗-塁応製品安全ガイド

|ﾘｻｲｸﾙ適性、ｌ
この印刷物は､印刷用の紙へ

リサイクルできます｡



子供の火遊びによる火災の了割は､
ライターが原因です。
幼い子供が死亡する悲しい事故が
起 き て い ま す 。 一 一 至 邑

一 二 U

Ｉ

幼い子供のいる家庭では◆
をの

すぐに処||分しましょう。ＶＶ

現在、使い捨てライターは、子供が簡
単に操作できないようにするチャイルド
レジスタンス機能が施されたPSC対応の
もの以外は販売が禁止されています。 燕鰯
ライターは、子供が簡単にＩ
使えないPSCマーク付きをI

ｂ谷、、一 一

０ ０
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Ｐ

ただし、PSC対応ライターであっても
周囲の大人の注意が必要です。
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幻

子供の手の届くところに、Ｉ

ライターを置かない。

｜ライターの保管には十分気を付け、子供だけを置い
て外出するのは避けましょう。
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ー

も 子供にライターを触らせない。
ライターで遊ばせない。

’幼い子供によるライターを使った火遊びが、火災に
つながっています。
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「

理解できる年齢になったら、
子供に火の!怖さを教える。

|家庭や学校または地域社会において､火遊びの危険性，について教えることも必要です。Ｉ

-

．
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不要なライターはガス抜きをしてから捨てましょう！
ライターを捨てる時は、安全にガス抜きをして、各自治体のルールに従い正しく廃棄しましょう。

●周囲に火の気のないことを確認する。
●･操作レバーを押し下げる。着火した場合はすぐに吹き消す。
●輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定する。
●「シュー」という音が聞こえれば、ガスが噴出している。
●この状態のまま付近に火の気のない、風通しのよい屋外に半日か

ら-日置く。
●念のため着火操作をして、火がつかなければ、ガス抜きは完了です。

、 ガ ス 抜 き の 様 子

孟蕪温忍巨墓屋屋童跨罰言!一___---．-----詳くはこちら：一般社団法人日本喫煙具協会HP
http://www.jsaca・or・ip/info/throw.html
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東京都生活文化局消費生活部生活安全課
電話: 03-5388-3055 (直通） ●東京都匿霊雪隠冨霊“|畠跳昌溌:’


